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22 三重県流域下水道事業会計規則の一部を改正する規則 (下水道経営課 ) 2

規 則

10

3

24 三重県会計規則の一部を改正する規則

企業庁管理規程

三重県病院事業庁会計規程の一部を改正する管理規程 ( 病 院 事 業 庁 ) 37

23 三重県流域下水道事業会計取扱金融機関事務取扱規則の一部を改正する規則 ( 同 ) 10

病院事業庁管理規程

1 三重県企業庁会計規程の一部を改正する管理規程 ( 企 業 庁 ) 34

( 出 納 局 )
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規 則 

 

三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 三 月 二 十 九 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 二 号  

三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 （ 令 和 二 年 三 重 県 規 則 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

 （ 資 金 前 渡 ）  

第 五 十 三 条  資 金 前 渡 の で き る 経 費 は 、 次 に 掲 げ る

も の と し 、 所 属 の 長 が 指 定 す る 資 金 前 渡 受 者 に 資

金 を 前 渡 す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 二 十  （ 略 ）  

 二 十 一  差 押 金 銭 等 の 入 金 を 確 認 す る た め に 要 す

る 経 費  

 二 十 二  （ 略 ）  

 （ 前 金 払 ）  

第 六 十 一 条  次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て は 、 前 金 払 を

す る こ と が で き る 。  

一 ～ 九  （ 略 ）  

十  前 金 払 で 支 払 を し な け れ ば な ら な い 修 繕 料 、  

手 数 料 そ の 他 こ れ に 類 す る 経 費  

十 一 ～ 十 三  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 百 一 条  こ の 章 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語

の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一  （ 略 ）  

二  管 理 換 え  流 域 下 水 道 事 業 で 管 理 す る 固 定 資

産 に つ い て 、 同 事 業 以 外 の と こ ろ に 移 す こ と を

い う 。  

三  所 属 換 え  流 域 下 水 道 事 業 で 管 理 す る 固 定 資

産 に つ い て 、 所 属 の 間 で 移 す こ と を い う 。  

四  （ 略 ）  

（ 建 設 改 良 工 事 の 精 算 ）  

第 百 十 条  （ 略 ）  

２  会 計 事 務 を 担 当 す る 課 の 長 は 、 前 項 の 工 事 費 の

精 算 に よ り 、 知 事 が 別 に 定 め る 基 準 に 従 っ て 間 接

費 を 配 分 し 、 工 事 費 に 併 せ て 固 定 資 産 の 当 該 科 目

へ 振 り 替 え な け れ ば な ら な い 。  

 

 

３ ・ ４  （ 略 ）  

（ 用 途 の 変 更 等 ）  

第 百 二 十 条  （ 略 ）  

 （ 資 金 前 渡 ）  

第 五 十 三 条  資 金 前 渡 の で き る 経 費 は 、 次 に 掲 げ る

も の と し 、 所 属 の 長 が 指 定 す る 資 金 前 渡 受 者 に 資

金 を 前 渡 す る こ と が で き る 。  

一 ～ 二 十  （ 略 ）  

 

 

 二 十 一  （ 略 ）  

 （ 前 金 払 ）  

第 六 十 一 条  次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て は 、 前 金 払 を

す る こ と が で き る 。  

一 ～ 九  （ 略 ）  

十  前 金 払 で 支 払 を し な け れ ば な ら な い 手 数 料 そ

の 他 こ れ に 類 す る 経 費  

 十 一 ～ 十 三  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 百 一 条  こ の 章 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語

の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一  （ 略 ）  

 二  管 理 換 え  流 域 下 水 道 事 業 で 管 理 す る 固 定 資

産 に つ い て 、 課 及 び 室 以 外 の と こ ろ に 移 す こ と

を い う 。  

 三  所 属 換 え  流 域 下 水 道 事 業 で 管 理 す る 固 定 資

産 に つ い て 、 課 及 び 室 の 間 で 移 す こ と を い う 。  

 四  （ 略 ）  

 （ 建 設 改 良 工 事 の 精 算 ）  

第 百 十 条  （ 略 ）  

２  会 計 事 務 を 担 当 す る 課 の 長 は 、 前 項 の 工 事 費 の

精 算 に よ り 、 知 事 が 別 に 定 め る 基 準 に 従 っ て 間 接

費 を 配 分 し 、 工 事 費 に 併 せ て 固 定 資 産 の 当 該 科 目

へ 振 り 替 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 別 表 第 一

に 定 め る 総 係 費 を 設 定 し な い 建 設 改 良 工 事 に つ い

て は 、 所 属 の 長 が こ れ を 行 う も の と す る 。  

３ ・ ４  （ 略 ）  

（ 用 途 の 変 更 等 ）  

第 百 二 十 条  （ 略 ）  

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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別 表 第 一 中 「 （ 第 19 条、第 101 条、第 110 条関係 ） 」 を 「 （ 第 19 条、第 101 条関係 ） 」 に 改 め る 。  

第 十 七 号 様 式 （ そ の 一 ） か ら 第 十 七 号 様 式 （ そ の 四 ） ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

２  処 理 区 換 え を し よ う と す る 場 合 に お い て 、 所 属

を 異 に す る と き は 、 所 属 換 え を あ わ せ て 行 う も の

と す る 。  
（ 入 札 の 公 告 ）  

第 百 五 十 六 条  知 事 は 、 一 般 競 争 入 札 又 は せ り 売 り

に よ り 契 約 を 締 結 し よ う と す る と き は 、 入 札 期 日

の 前 日 か ら 起 算 し て 十 日 前 ま で に 次 に 掲 げ る 事 項

を 三 重 県 公 報 、 新 聞 、 掲 示 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利

用 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 告 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 緊 急 の 必 要 が あ る 場 合 は 、 そ の 期 間 を 五

日 ま で 短 縮 す る こ と が で き る 。  

一 ～ 九  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 契 約 保 証 金 ）  

第 百 六 十 九 条  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  

４  知 事 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 

契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る こ と

が で き る 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  

六  契 約 の 相 手 方 が 、 国 （ 公 社 、 公 団 、 独 立 行 政 法 人

及 び 国 立 大 学 法 人 を 含 む 。 ） 、 地 方 公 共 団 体 又 は 県 の

出 資 法 人 へ の 関 わ り 方 の 基 本 的 事 項 を 定 め る 条 例

（ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 二 条 第 一 項

に 規 定 す る 出 資 法 人 で あ る と き 。  

七  単 価 に よ る 契 約 （ 契 約 締 結 時 に 期 間 と 単 価 を 定 め 、 

当 該 契 約 に 定 め た 事 項 が 生 じ た と き に 権 利 義 務 が 発

生 す る も の に 限 る 。 ） を 締 結 す る 場 合 で あ っ て 、 か つ 、

契 約 の 相 手 方 が 契 約 を 履 行 し な い お そ れ が な い と 認

め ら れ る と き 。  

八  （ 略 ）  

５ ～ ７  （ 略 ）  

２  処 理 区 換 え を し よ う と す る 場 合 に お い て 、 課 及

び 室 を 異 に す る と き は 、 所 属 換 え を あ わ せ て 行 う

も の と す る 。  

（ 入 札 の 公 告 ）  

第 百 五 十 六 条  知 事 は 、 一 般 競 争 入 札 又 は せ り 売 り

に よ り 契 約 を 締 結 し よ う と す る と き は 、 入 札 期 日

の 前 日 か ら 起 算 し て 十 日 前 ま で に 次 に 掲 げ る 事 項

を 三 重 県 公 報 、 新 聞 、 掲 示 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利

用 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 告 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 緊 急 の 必 要 が あ る 場 合 は 、 そ の 期 間 を 五

日 前 ま で に 短 縮 す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 九  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 契 約 保 証 金 ）  

第 百 六 十 九 条  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  

４  知 事 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 

契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る こ と

が で き る 。  

 一 ～ 五  （ 略 ）  

六  契 約 の 相 手 方 が 、 国 （ 公 社 、 公 団 及 び 独 立 行 政 法

人 を 含 む 。 ） 、 地 方 公 共 団 体 又 は 県 の 出 資 法 人 へ の 関

わ り 方 の 基 本 的 事 項 を 定 め る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重

県 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 出 資 法

人 で あ る と き 。  

七  単 価 （ 単 価 に 数 量 を 乗 じ て 総 額 で 契 約 の 相 手 方 を

決 定 す る 場 合 は 除 く 。 ） に よ り 契 約 を 締 結 す る 場 合

で あ っ て 、 か つ 、 契 約 の 相 手 方 が 契 約 を 履 行 し な い

お そ れ が な い と 認 め ら れ る と き 。  

 

八  （ 略 ）  

５ ～ ７  （ 略 ）  

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第 17 号様式（その 1）（第 23 条、第 26 条、第 28 条、第 51 条、第 183 条関係） 

 

     （表）      

              
  三重県流域下水道事業    三重県流域下水道事業    三重県流域下水道事業    

  
納入通知書兼領収書 

お願い：この用紙は、直接電子計算
機に読ませますので、汚し
たり折り曲げたりしないで
ください。 

領収済通知書 

 

 
取扱金融機関等収納票 

 

 
 区
分 

 年
度 

 会
計 

  出
納 

 所
属 

   区
分 

 年
度 

 会
計 

  出
納 

 所
属 

   区
分 

 年
度 

 会
計 

  出
納 

 所
属 

  
 

  番
号 

  枝
番 

 予
算 

 科
目 

     番
号 

  枝
番 

 予
算 

 科
目 

     番
号 

  枝
番 

 予
算 

 科
目 

     

 
 金 額          金 額          金 額         

 

 
  

内消費 
税額等 

          
内消費 
税額等 

          
内消費 
税額等 

        
 

 課（所）名 
ただし 
  納期限  年  月  日 

 上記のとおり納付してください。 
      年  月  日 
 所属長       □印 

課（所）名 
ただし 
  納期限  年  月  日 

 上記の金額を領収しました。 
 三重県流域下水道事業 
企業出納員 宛て 

課（所）名 
ただし 
  

 上記のとおり収納してください。 
      年  月  日 

 

  上記の金額を領収しま
した。 

三重県流域下水道事業 

領 収 
日付印 

   
領 収 
日付印 

   
領 収 
日付印 

 
 

  取扱金融機関等             

 
 
裏面の注意書きをお読み
ください。 

   （収納金取扱店→三重県流
域下水道事業出納取扱金融

機関→県保管） 

      
 

  （納入者保管）      （収納金取扱店保管）    

           
        （規格Ａ４横）  

     （裏）      

           
 

       

 

ご注意 

 

１ 納付されるときは、この書類

の各片を切り離さずに納付

場所へ提出してください。 

  納付後は、領収書をお受け取

りください。 

 

２ 納期限までに納付されない

ときは、延滞金等を納付して

いただくことがあります。 

 

３ 納付場所 

  ※Pay-easy（ペイジー）には 

対応していません。 

 

  三重県流域下水道事業出納

取扱金融機関及び収納取扱

金融機関の本支店 
 

 

 

 

           
        （規格Ａ４横）  

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外

4



第17号様式（その2）（第26条、第28条、第32条、第51条、第183条関係） 

 

     （表）      

              
  三重県流域下水道事業    三重県流域下水道事業    三重県流域下水道事業    

  
納付書兼領収書 

お願い：この用紙は、直接電子計算
機に読ませますので、汚し
たり折り曲げたりしないで
ください。 

領収済通知書 

 

 
取扱金融機関等収納票 

 

 
 区
分 

 年
度 

 会
計 

  出
納 

 所
属 

   区
分 

 年
度 

 会
計 

  出
納 

 所
属 

   区
分 

 年
度 

 会
計 

  出
納 

 所
属 

  
 

  番
号 

  枝
番 

 予
算 

 科
目 

     番
号 

  枝
番 

 予
算 

 科
目 

     番
号 

  枝
番 

 予
算 

 科
目 

     

 
 金 額          金 額          金 額         

 

 
  

内消費 
税額等 

          
内消費 
税額等 

          
内消費 
税額等 

        
 

 課（所）名 
ただし 
  

 上記のとおり納付してください。 
      年  月  日 

課（所）名 
ただし 
  

 上記の金額を領収しました。 
 三重県流域下水道事業 
企業出納員 宛て 

課（所）名 
ただし 
  

 上記のとおり収納してください。 
      年  月  日 

 

  上記の金額を領収しま
した。 

三重県流域下水道事業 

領 収 
日付印 

   
領 収 
日付印 

   
領 収 
日付印 

 
 

  取扱金融機関等             

 
 
裏面の注意書きをお読み
ください。 

   （収納金取扱店→三重県流
域下水道事業出納取扱金融

機関→県保管） 

      
 

  （納入者保管）      （収納金取扱店保管）    

           
        （規格Ａ４横）  

     （裏）      

           
 

       

 

ご注意 

 

１ 納付されるときは、この書類

の各片を切り離さずに納付

場所へ提出してください。 

  納付後は、領収書をお受け取

りください。 

 

２ 納期限までに納付されない

ときは、延滞金等を納付して

いただくことがあります。 

 

３ 納付場所 

  ※Pay-easy（ペイジー）には 

対応していません。 

 

  三重県流域下水道事業出納

取扱金融機関及び収納取扱

金融機関の本支店 
 

 

 

 

           
        （規格Ａ４横）  

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第17号様式（その3）（第31条、第32条、第66条、第183条関係） 

 

     （表）      

              
  三重県流域下水道事業    三重県流域下水道事業    三重県流域下水道事業    

  
現金払込書兼領収書 

お願い：この用紙は、直接電子計算
機に読ませますので、汚し
たり折り曲げたりしないで
ください。 

領収済通知書 

 

 
取扱金融機関等収納票 

 

 
 区
分 

 年
度 

 会
計 

  出
納 

 所
属 

   区
分 

 年
度 

 会
計 

  出
納 

 所
属 

   区
分 

 年
度 

 会
計 

  出
納 

 所
属 

  
 

  番
号 

  枝
番 

 予
算 

 科
目 

     番
号 

  枝
番 

 予
算 

 科
目 

     番
号 

  枝
番 

 予
算 

 科
目 

     

 
 金 額          金 額          金 額         

 

 
  

内消費 
税額等 

          
内消費 
税額等 

          
内消費 
税額等 

        
 

 課（所）名 
ただし 
  

 上記のとおり納付します。 
      年  月  日 

課（所）名 
ただし 
  

 上記の金額を領収しました。 
 三重県流域下水道事業 
企業出納員 宛て 

課（所）名 
ただし 
  

 上記のとおり収納してください。 
      年  月  日 

 

  上記の金額を領収しま
した。 

三重県流域下水道事業 

領 収 
日付印 

   
領 収 
日付印 

   
領 収 
日付印 

 
 

  取扱金融機関等             

 
 
裏面の注意書きをお読み
ください。 

   （収納金取扱店→三重県流
域下水道事業出納取扱金融

機関→県保管） 

      
 

  （納入者保管）      （収納金取扱店保管）    

           
        （規格Ａ４横）  

     （裏）      

           
 

       

 

ご注意 

 

１ 納付されるときは、この書類

の各片を切り離さずに納付

場所へ提出してください。 

  納付後は、領収書をお受け取

りください。 

 

２ 納期限までに納付されない

ときは、延滞金等を納付して

いただくことがあります。 

 

３ 納付場所 

  ※Pay-easy（ペイジー）には 

対応していません。 

 

  三重県流域下水道事業出納

取扱金融機関及び収納取扱

金融機関の本支店 
 

 

 

 

           
        （規格Ａ４横）  

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第17号様式（その4）（第35条、第51条、第57条、第60条、第183条関係） 

 

     （表）      

              
  三重県流域下水道事業    三重県流域下水道事業    三重県流域下水道事業    

  
返戻金戻入通知書兼領収書 

お願い：この用紙は、直接電子計算
機に読ませますので、汚し
たり折り曲げたりしないで
ください。 

領収済通知書 

 

 
取扱金融機関等収納票 

 

 
 区
分 

 年
度 

 会
計 

  出
納 

 所
属 

   区
分 

 年
度 

 会
計 

  出
納 

 所
属 

   区
分 

 年
度 

 会
計 

  出
納 

 所
属 

  
 

  番
号 

  枝
番 

 予
算 

 科
目 

     番
号 

  枝
番 

 予
算 

 科
目 

     番
号 

  枝
番 

 予
算 

 科
目 

     

 
 金 額          金 額          金 額         

 

 
  

内消費 
税額等 

          
内消費 
税額等 

          
内消費 
税額等 

        
 

 課（所）名 
ただし 
  納期限  年  月  日 

 上記のとおり納付してください。 
      年  月  日 
 所属長       □印 

課（所）名 
ただし 
  納期限  年  月  日 

 上記の金額を領収しました。 
 三重県流域下水道事業 
企業出納員 宛て 

課（所）名 
ただし 
  

 上記のとおり収納してください。 
      年  月  日 

 

  上記の金額を領収しま
した。 

三重県流域下水道事業 

領 収 
日付印 

   
領 収 
日付印 

   
領 収 
日付印 

 
 

  取扱金融機関等             

 
 
裏面の注意書きをお読み
ください。 

   （収納金取扱店→三重県流
域下水道事業出納取扱金融

機関→県保管） 

      
 

  （納入者保管）      （収納金取扱店保管）    

           
        （規格Ａ４横）  

     （裏）      

           
 

       

 

ご注意 

 

１ 納付されるときは、この書類

の各片を切り離さずに納付

場所へ提出してください。 

  納付後は、領収書をお受け取

りください。 

 

２ 納期限までに納付されない

ときは、延滞金等を納付して

いただくことがあります。 

 

３ 納付場所 

  ※Pay-easy（ペイジー）には 

対応していません。 

 

  三重県流域下水道事業出納

取扱金融機関及び収納取扱

金融機関の本支店 
 

 

 

 

           
        （規格Ａ４横）  

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第 五 十 九 号 様 式 （ そ の 二 ） 中 「 規格・仕様 」 及 び 「数量 」 を 削 る 。  

第 六 十 号 様 式 （ そ の 二 ） を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第60号様式（その2）（第162条、第163条、第165条関係） 

 

入  札  書（物件関係用） 

入 札 価 格  

物 件 名  

入 札 保 証 金 額  

内           訳 

品  目 規  格 数  量 単  価 金  額 

     

     

     

     

     

 上記金額で三重県流域下水道事業会計規則（令和 2年三重県規則第 26号）及び提示条件によっ

て納入したいから入札します。 

      年  月  日 

 三重県知事 宛て 

入札者 住所           

氏名        ○印   

備考 １ １件ごとに作成し、消えにくいものにより記載し、数字はアラビア数字を用いること。 

   ２ 訂正したときは、必ず訂正印を押すこと。 

   ３ この様式によりがたいものは、この様式に準じて作成すること。 

                                      （規格Ａ４縦）   

 

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成

さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 取 扱 金 融 機 関 事 務 取 扱 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 四 年 三 月 二 十 九 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 三 号  

   三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 取 扱 金 融 機 関 事 務 取 扱 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 取 扱 金 融 機 関 事 務 取 扱 規 則 （ 令 和 二 年 三 重 県 規 則 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

第 三 号 様 式 ( そ の 二 ) 中 「 振替先金融機関 様 」 を 「振替先金融機関名 様 」 に 改 め る 。  

第 九 号 様 式 か ら 第 十 一 号 様 式 ま で の 規 定 中 「 三重県流域下水道事業 部 企業出納員 」 を 「三重県流域下水道

事業企業出納員 」 に 改 め る 。  

附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 取 扱 金 融 機 関 事 務 取 扱 規 則 の 規 定 に 基 づ き 作 成 さ れ  

て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 修 正 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

三 重 県 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 三 月 二 十 九 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 四 号  

三 重 県 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 会 計 規 則 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 規 則 第 六 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

 （ 用 語 の 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 で 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義

は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一  部 局 等  三 重 県 部 制 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 三 重

県 条 例 第 六 号 ） に 規 定 す る 部 、 デ ジ タ ル 社 会 推

進 局 、 出 納 局 、 教 育 委 員 会 事 務 局 、 人 事 委 員 会

事 務 局 、 監 査 委 員 事 務 局 、 議 会 事 務 局 及 び 三 重

県 警 察 の 組 織 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重

県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ） に 規 定 す る 警 察 本 部

の 課 （ 隊 、 所 及 び 学 校 を 含 む 。 ） を い う 。  

 

 二 ～ 九  （ 略 ）  

 （ 出 納 員 ）  

第 五 条  （ 略 ）  

２  出 納 員 は 、 次 の 各 号 の 所 属 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 掲 げ る 職 を も っ て 充 て る 。  

 一 ・ 二  （ 略 ）  

 三  デ ジ タ ル 社 会 推 進 局  デ ジ タ ル 改 革 推 進 課 の

班 長  

 四  （ 略 ）  

３ ～ ８  （ 略 ）  

 （ 資 金 前 渡 ）  

 （ 用 語 の 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 で 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義

は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一  部 局 等  三 重 県 部 制 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 三 重

県 条 例 第 六 号 ） に 規 定 す る 部 、 デ ジ タ ル 社 会 推

進 局 、 出 納 局 、 教 育 委 員 会 事 務 局 、 人 事 委 員 会

事 務 局 、 監 査 委 員 事 務 局 、 議 会 事 務 局 及 び 三 重

県 警 察 の 組 織 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重

県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ） に 規 定 す る 警 察 本 部

の 課 （ 隊 、 セ ン タ ー 、 所 及 び 学 校 を 含 む 。 ） を

い う 。  

 二 ～ 九  （ 略 ）  

 （ 出 納 員 ）  

第 五 条  （ 略 ）  

２  出 納 員 は 、 次 の 各 号 の 所 属 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 掲 げ る 職 を も っ て 充 て る 。  

 一 ・ 二  （ 略 ）  

 三  デ ジ タ ル 社 会 推 進 局  ス マ ー ト 改 革 推 進 課 の

班 長  

 四  （ 略 ）  

３ ～ ８  （ 略 ）  

 （ 資 金 前 渡 ）  

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外

10



第 六 号 様 式 （ そ の 一 ） か ら 第 六 号 様 式 （ そ の 十 ） ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 四 十 三 条  資 金 前 渡 の で き る 経 費 は 、 次 に 掲 げ る

も の と し 、 所 属 の 長 が 指 定 す る 資 金 前 渡 受 者 に 資

金 を 前 渡 す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 二 十 六  （ 略 ）  

二 十 七  差 押 金 銭 等 の 入 金 を 確 認 す る た め に 要 す

る 経 費  

 二 十 八  （ 略 ）  

 （ 前 金 払 ）  

第 五 十 一 条  次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て は 、 前 金 払 を

す る こ と が で き る 。  

一 ～ 十  （ 略 ）  

十 一  前 金 払 で 支 払 を し な け れ ば な ら な い 修 繕

料 、 手 数 料 そ の 他 こ れ に 類 す る 経 費  

 十 二 ～ 十 五  （ 略 ）  

（ 入 札 の 公 告 ）  

第 六 十 二 条  契 約 締 結 権 者 は 、 一 般 競 争 入 札 又 は せ

り 売 り に よ り 契 約 を 締 結 し よ う と す る と き は 、 入

札 期 日 の 前 日 か ら 起 算 し て 十 日 前 ま で に 次 に 掲 げ

る 事 項 を 三 重 県 公 報 、 新 聞 、 掲 示 、 イ ン タ ー ネ ッ

ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 告 し な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 、 緊 急 の 必 要 が あ る 場 合 は 、 そ の 期

間 を 五 日 ま で 短 縮 す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 十  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 契 約 保 証 金 ）  

第 七 十 五 条  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  

４  契 約 締 結 権 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 場 合 は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免

除 す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 五  （ 略 ）  

六  契 約 の 相 手 方 が 、 国 （ 公 社 、 公 団 、 独 立 行 政 法 人

及 び 国 立 大 学 法 人 を 含 む 。 ） 、 地 方 公 共 団 体 又 は 県 の

出 資 法 人 へ の 関 わ り 方 の 基 本 的 事 項 を 定 め る 条 例

（ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 二 条 第 一 項

に 規 定 す る 出 資 法 人 で あ る と き 。  

七  単 価 に よ る 契 約 （ 契 約 締 結 時 に 期 間 と 単 価 を 定 め 、

当 該 契 約 に 定 め た 事 項 が 生 じ た と き に 権 利 義 務 が 発

生 す る も の に 限 る 。 ） を 締 結 す る 場 合 で あ っ て 、 か つ 、

契 約 の 相 手 方 が 契 約 を 履 行 し な い お そ れ が な い と 認

め ら れ る と き 。  

 八  （ 略 ）  

５ ・ ６  （ 略 ）  

第 四 十 三 条  資 金 前 渡 の で き る 経 費 は 、 次 に 掲 げ る

も の と し 、 所 属 の 長 が 指 定 す る 資 金 前 渡 受 者 に 資

金 を 前 渡 す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 二 十 六  （ 略 ）  

  

 

 二 十 七  （ 略 ）  

 （ 前 金 払 ）  

第 五 十 一 条  次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て は 、 前 金 払 を

す る こ と が で き る 。  

一 ～ 十  （ 略 ）  

十 一  前 金 払 で 支 払 を し な け れ ば な ら な い 手 数 料

そ の 他 こ れ に 類 す る 経 費  

 十 二 ～ 十 五  （ 略 ）  

（ 入 札 の 公 告 ）  

第 六 十 二 条  契 約 締 結 権 者 は 、 一 般 競 争 入 札 又 は せ

り 売 り に よ り 契 約 を 締 結 し よ う と す る と き は 、 入

札 期 日 の 前 日 か ら 起 算 し て 十 日 前 ま で に 次 に 掲 げ

る 事 項 を 三 重 県 公 報 、 新 聞 、 掲 示 、 イ ン タ ー ネ ッ

ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 告 し な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 、 緊 急 の 必 要 が あ る 場 合 は 、 そ の 期

間 を 五 日 前 ま で に 短 縮 す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 十  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 契 約 保 証 金 ）  

第 七 十 五 条  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  

４  契 約 締 結 権 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 場 合 は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免

除 す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 五  （ 略 ）  

六  契 約 の 相 手 方 が 、 国 （ 公 社 、 公 団 及 び 独 立 行 政 法

人 を 含 む 。 ） 、 地 方 公 共 団 体 又 は 県 の 出 資 法 人 へ の 関

わ り 方 の 基 本 的 事 項 を 定 め る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重

県 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 出 資 法

人 で あ る と き 。  

七  単 価 （ 単 価 に 数 量 を 乗 じ て 総 額 で 契 約 の 相 手 方 を

決 定 す る 場 合 は 除 く 。 ） に よ り 契 約 を 締 結 す る 場 合

で あ っ て 、 か つ 、 契 約 の 相 手 方 が 契 約 を 履 行 し な い

お そ れ が な い と 認 め ら れ る と き 。  

  

八  （ 略 ）  

５ ・ ６  （ 略 ）  

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第 四 十 五 号 様 式 （ そ の 二 ） 中 「 規格・仕様 」 及 び「数量」 を 削 る 。  

第 四 十 六 号 様 式 （ そ の 二 ） を 次 の よ う に 改 め る 。  

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第46号様式（その2）（第68条関係） 

 

入  札  書（物件関係用） 

入 札 価 格  

物 件 名  

入 札 保 証 金  

内        訳 

品  目 規  格 数  量 単    価 金   額 

   円 円 

     

     

     

     

   

  上記金額で三重県会計規則（平成18年三重県規則第69号）及び提示条件によって納

入したいので入札します。 

 

              年    月    日 

 

  三重県知事 宛て 

 

                   入札者  住所(所在地) 

                        氏名         印 

(名称及び代表者名) 

 

 備考 １ １件ごとに作成し、消えにくいものにより記載し、数字はアラビア数字を用いること。 

    ２ 訂正したときは、必ず訂正印を押すこと。 

    ３ この様式によることが困難なものは、この様式に準じて作成すること。 

 

                                      （規格Ａ４縦）  

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 会 計 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙

は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 

企業庁管理規程 

 

 三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 四 年 三 月 二 十 九 日  

三 重 県 企 業 庁 長   喜   多   正   幸    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 一 号  

   三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

 三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 前 金 払 ）  （ 前 金 払 ）  

第 六 十 一 条  次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て は 、 前 金 払 を

す る こ と が で き る 。  

第 六 十 一 条  次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て は 、 前 金 払 を

す る こ と が で き る 。  

一 ～ 九  （ 略 ）  一 ～ 九  （ 略 ）  

十  前 金 払 で 支 払 を し な け れ ば な ら な い 修 繕 費 、

手 数 料 そ の 他 こ れ に 類 す る 経 費  

十  前 金 払 で 支 払 を し な け れ ば な ら な い 手 数 料 そ

の 他 こ れ に 類 す る 経 費  

十 一 ～ 十 三  （ 略 ）  十 一 ～ 十 三  （ 略 ）  

（ 建 設 改 良 工 事 の 精 算 ）  （ 建 設 改 良 工 事 の 精 算 ）  

第 百 十 条  （ 略 ）  第 百 十 条  （ 略 ）  

２  建 設 改 良 工 事 を 施 行 す る 課 又 は 所 の 長 は 、 前 項

の 建 設 工 事 費 精 算 書 等 に 基 づ き 、 庁 長 が 別 に 定 め

る 基 準 に 従 っ て 間 接 費 を 配 分 し 、 工 事 費 に 併 せ て

固 定 資 産 の 当 該 科 目 へ 振 り 替 え な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 本 庁 執 行 の 間 接 費 に つ い て は 、 財 務

管 理 課 長 が こ れ を 行 う も の と す る 。  

２  財 務 管 理 課 長 は 、 前 項 の 建 設 工 事 費 精 算 書 等 に

基 づ き 、 庁 長 が 別 に 定 め る 基 準 に 従 っ て 間 接 費 を

配 分 し 、 工 事 費 に 併 せ て 固 定 資 産 の 当 該 科 目 へ 振

り 替 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 別 表 第 一 に 定

め る 総 係 費 を 設 定 し な い 建 設 改 良 工 事 に つ い て

は 、 所 長 が こ れ を 行 う も の と す る 。  

３ ・ ４  （ 略 ）  ３ ・ ４  （ 略 ）  

（ 入 札 の 公 告 ）  （ 入 札 の 公 告 ）  

第 百 五 十 三 条  契 約 締 結 権 者 は 、 一 般 競 争 入 札 又 は

せ り 売 り に よ り 契 約 を 締 結 し よ う と す る と き は 、

入 札 期 日 の 前 日 か ら 起 算 し て 十 日 前 ま で に 次 に 掲

げ る 事 項 を 三 重 県 公 報 、 新 聞 、 掲 示 、 イ ン タ ー ネ

ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 告 し な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 緊 急 の 必 要 が あ る 場 合 は 、 そ の

期 間 を 五 日 ま で 短 縮 す る こ と が で き る 。  

第 百 五 十 三 条  契 約 締 結 権 者 は 、 一 般 競 争 入 札 又 は

せ り 売 り に よ り 契 約 を 締 結 し よ う と す る と き は 、

入 札 期 日 の 前 日 か ら 起 算 し て 十 日 前 ま で に 次 に 掲

げ る 事 項 を 三 重 県 公 報 、 新 聞 、 掲 示 、 イ ン タ ー ネ

ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 告 し な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 緊 急 の 必 要 が あ る 場 合 は 、 そ の

期 間 を 五 日 前 ま で に 短 縮 す る こ と が で き る 。  

一 ～ 九  （ 略 ）  一 ～ 九  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 契 約 保 証 金 ）  （ 契 約 保 証 金 ）  

第 百 六 十 六 条  （ 略 ）  第 百 六 十 六 条  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

４  契 約 締 結 権 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 場 合 は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免

除 す る こ と が で き る 。  

４  契 約 締 結 権 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 場 合 は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免

除 す る こ と が で き る 。  

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

六  契 約 の 相 手 方 が 、 国 （ 公 社 、 公 団 、 独 立 行 政

法 人 及 び 国 立 大 学 法 人 を 含 む 。 ） 、 地 方 公 共 団

体 又 は 県 の 出 資 法 人 へ の 関 わ り 方 の 基 本 的 事 項

を 定 め る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 四 十 一

号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 出 資 法 人 で あ る と

き 。  

六  契 約 の 相 手 方 が 、 国 （ 公 社 、 公 団 及 び 独 立 行

政 法 人 を 含 む 。 ） 、 地 方 公 共 団 体 又 は 県 の 出 資

法 人 へ の 関 わ り 方 の 基 本 的 事 項 を 定 め る 条 例

（ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 二 条 第

一 項 に 規 定 す る 出 資 法 人 で あ る と き 。  

七  単 価 に よ る 契 約 （ 契 約 締 結 時 に 期 間 と 単 価 を

定 め 、 当 該 契 約 に 定 め た 事 項 が 生 じ た と き に 権

利 義 務 が 発 生 す る も の に 限 る 。 ） を 締 結 す る 場

合 で あ っ て 、 か つ 、 契 約 の 相 手 方 が 契 約 を 履 行

し な い お そ れ が な い と 認 め ら れ る と き 。  

七  単 価 （ 単 価 に 数 量 を 乗 じ て 総 額 で 契 約 の 相 手

方 を 決 定 す る 場 合 は 除 く 。 ） に よ り 契 約 を 締 結

す る 場 合 で あ っ て 、 か つ 、 契 約 の 相 手 方 が 契 約

を 履 行 し な い お そ れ が な い と 認 め ら れ る と き 。  

八  （ 略 ）  

５ ・ ６  （ 略 ）  

八  （ 略 ）  

５ ・ ６  （ 略 ）  

別表第 1（第 19 条、第 101 条関係） 別表第 1（第 19 条、第 101 条関係） 

勘定科目表 勘定科目表 

(1) 水道事業及び工業用水道事業 (1) 水道事業及び工業用水道事業 

収益勘定・費用勘定 （略） 収益勘定・費用勘定 （略） 

資産勘定 資産勘定 

 款 項 目 節 備考   款 項 目 節 備考  

 固定資産       固定資産      

  （略） （略） （略） （略）    （略） （略） （略） （略）  

  無 形 固

定資産 

  （略）    無 形 固

定資産 

  （略）  

   （略）  （略）     （略）  （略）  

   リース資

産 

 （略）     リース資

産 

 （略）  

   ソフトウ

ェア 

          

 （略） （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略） （略）  

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

第 七 十 三 号 様 式 （ そ の 二 ） 中 「 規格・仕様 」 及 び 「数量 」 を 削 る 。  

第 七 十 四 号 様 式 （ そ の 二 ） を 次 の よ う に 改 め る 。  

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第 74 号様式（その 2）（第 159条関係） 

 

入  札  書（物件関係用） 

入 札 価 格  

物 件 名  

入 札 保 証 金 額  

内           訳 

品  目 規  格 数  量 単  価 金  額 

     

     

     

     

     

 上記金額で三重県企業庁会計規程（平成 19年三重県企業庁管理規程第４号）及び提示条件によ

って納入したいから入札します。 

      年  月  日 

 三重県企業庁長 宛て 

入札者 住所           

氏名          ○印  

備考 １ １件ごとに作成し、消えにくいものにより記載し、数字はアラビア数字を用いること。 

   ２ 訂正したときは、必ず訂正印を押すこと。 

   ３ この様式によりがたいものは、この様式に準じて作成すること。 

（規格Ａ４縦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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附  則  

１  こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
２  こ の 管 理 規 程 の 施 行 の 日 前 に こ の 管 理 規 程 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成

さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 三 月 二 十 九 日  

                        三 重 県 病 院 事 業 庁 長   長   﨑   敬   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 三 号  

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

 （ 前 金 払 ）  

第 五 十 七 条  次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て は 、 前 金 払 を

す る こ と が で き る 。  

一 ～ 九  （ 略 ）  

十  前 金 払 で 支 払 を し な け れ ば な ら な い 修 繕 料 、

手 数 料 そ の 他 こ れ に 類 す る 経 費  

 十 一 ～ 十 三  （ 略 ）  

（ 入 札 の 公 告 ）  

第 百 二 十 二 条  契 約 締 結 権 者 は 、 一 般 競 争 入 札 又 は

せ り 売 り に よ り 契 約 を 締 結 し よ う と す る と き は 、

入 札 期 日 の 前 日 か ら 起 算 し て 十 日 前 ま で に 次 に 掲

げ る 事 項 を 三 重 県 公 報 、 新 聞 、 掲 示 、 イ ン タ ー ネ

ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 告 し な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 緊 急 の 必 要 が あ る 場 合 は 、 そ の

期 間 を 五 日 ま で 短 縮 す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 九  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 契 約 保 証 金 ）  

第 百 三 十 五 条  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  

４  契 約 締 結 権 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 場 合 は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免

除 す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 五  （ 略 ）  

六  契 約 の 相 手 方 が 、 国 （ 公 社 、 公 団 、 独 立 行 政 法 人

及 び 国 立 大 学 法 人 を 含 む 。 ） 、 地 方 公 共 団 体 又 は 県 の

出 資 法 人 へ の 関 わ り 方 の 基 本 的 事 項 を 定 め る 条 例

（ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 二 条 第 一 項

に 規 定 す る 出 資 法 人 で あ る と き 。  

七  単 価 に よ る 契 約 （ 契 約 締 結 時 に 期 間 と 単 価 を 定 め 、

当 該 契 約 に 定 め た 事 項 が 生 じ た と き に 権 利 義 務 が 発

生 す る も の に 限 る 。 ） を 締 結 す る 場 合 で あ っ て 、 か つ 、 

 （ 前 金 払 ）  
第 五 十 七 条  次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て は 、 前 金 払 を

す る こ と が で き る 。  

一 ～ 九  （ 略 ）  

十  前 金 払 で 支 払 を し な け れ ば な ら な い 手 数 料 そ

の 他 こ れ に 類 す る 経 費  

 十 一 ～ 十 三  （ 略 ）  

（ 入 札 の 公 告 ）  

第 百 二 十 二 条  契 約 締 結 権 者 は 、 一 般 競 争 入 札 又 は

せ り 売 り に よ り 契 約 を 締 結 し よ う と す る と き は 、

入 札 期 日 の 前 日 か ら 起 算 し て 十 日 前 ま で に 次 に 掲

げ る 事 項 を 三 重 県 公 報 、 新 聞 、 掲 示 、 イ ン タ ー ネ

ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 告 し な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 緊 急 の 必 要 が あ る 場 合 は 、 そ の

期 間 を 五 日 前 ま で に 短 縮 す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 九  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 契 約 保 証 金 ）  

第 百 三 十 五 条  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  

４  契 約 締 結 権 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 場 合 は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免

除 す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 五  （ 略 ）  

六  契 約 の 相 手 方 が 、 国 （ 公 社 、 公 団 及 び 独 立 行 政 法

人 を 含 む 。 ） 、 地 方 公 共 団 体 又 は 県 の 出 資 法 人 へ の 関

わ り 方 の 基 本 的 事 項 を 定 め る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重

県 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 出 資 法

人 で あ る と き 。  

七  単 価 （ 単 価 に 数 量 を 乗 じ て 総 額 で 契 約 の 相 手 方 を

決 定 す る 場 合 は 除 く 。 ） に よ り 契 約 を 締 結 す る 場 合

で あ っ て 、 か つ 、 契 約 の 相 手 方 が 契 約 を 履 行 し な い  
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第 六 十 三 号 様 式 （ そ の 二 ） 中 「 規格・仕様 」 及 び「数量」 を 削 る 。  

第 六 十 四 号 様 式 （ そ の 二 ） を 次 の よ う に 改 め る 。  

契 約 の 相 手 方 が 契 約 を 履 行 し な い お そ れ が な い と 認

め ら れ る と き 。  

 八  （ 略 ）  

５ ・ ６  （ 略 ）  

お そ れ が な い と 認 め ら れ る と き 。  

  

八  （ 略 ）  

５ ・ ６  （ 略 ）  
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第 64号様式（その 2）（第 128条関係） 
 
 

入 札 書 （ 物 件 関 係 用 ） 

入 札 価 格 
 

物 件 名 
 

入札保証金 
 

内           訳 

品 目 規 格 数 量 単 価 金 額 

   円 円 

     

     

     

     

 上記金額で三重県病院事業庁会計規程（平成19年三重県病院事業庁管理規程第２

号）及び提示条件によって納入したいので入札します。 

      年  月  日 

 三重県病院事業庁長 あて 

入札者  住所（所在地）        

氏名          〇印   

（名称及び代表者名）     

 備考 １ １件ごとに作成し、消えにくいものにより記載し、数字はアラビア数字を用

いること。 

    ２ 訂正したときは、必ず訂正印を押すこと。 

    ３ この様式によることが困難なものは、この様式に準じて作成すること。 

（規格Ａ４縦）   
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附  則  

１  こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
２  こ の 管 理 規 程 の 施 行 の 日 前 に こ の 管 理 規 程 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 に 規 定 す る 様 式 に よ り

作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外

40



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行  三  重  県 

三重県津市栄町 1 丁目 891 番地 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ https://www.pref.mie.lg.jp/ 

 

令和4年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外

41


